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一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会と 

「災害時の復旧・復興等事業の支援業務の実施に関する協定書」

を締結します 
 

堺市では、平成 29 年 3 月に「堺市災害廃棄物処理計画」を策定し、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理体制

の構築に向けた取組を進めています。 

このたび、災害時における住民生活の早期安定を図るため、一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会

と「災害時の復旧・復興等事業の支援業務の実施に関する協定書」を締結し、以下のとおり締結式を執り行います。 

同協定は、これまで多くの自治体の公費解体等を支援するなど知見・経験が豊富な民間事業者との連携・協力体

制を構築し、災害時の住民生活の早期安定を図ることを目的に締結するものです。 

 

1 背景・概要 

大規模災害発生時には、多くの家屋が損壊し、膨大な量（南海トラフ巨大地震で約 400 万トン、上町断層帯

地震で約 1,400 万トン）の災害廃棄物（がれき、木くず等）の発生が想定されます。災害からの早期復旧・復

興のためには、速やかに公費解体等を実施するなど、これら災害廃棄物の迅速な処理が必要となります。 

同協定は、災害発生時等に本市が実施する復旧・復興等事業の支援業務に関して必要な事項を定めるものです。 

＜協定内容＞ 

○損壊家屋等の解体・撤去処理事業等の支援に関すること 

○災害廃棄物処理対策に関する平時の取組における協力に関すること 

 

2 締結先 

一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会（東京都港区虎ノ門一丁目１番 20号） 

会長 川畑 清夫 

 

3 協定締結式 

（1）日 時：令和7年 4月 10日（木） 午後2時から 

（2）場 所：堺市役所 高層館20階 第2特別会議室（堺市堺区南瓦町 3番 1号） 

（3）出席者：一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 会長 川畑 清夫 

堺市 環境局長 植松 あけみ 

 

 

 



                    

4 一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 

東日本大震災における復興支援を担当したことを機に「一般社団法人日本補償コンサルタント協会」から復興支

援に特化した組織である「一般社団日本補償コンサルタント復興支援協会」を設立（平成26年 4月）。 

熊本地震から公費解体等の支援業務を本格的に受注開始し、以降 80自治体に対し支援を行う。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

（同協定の締結に関すること） 

担 当 課：環境局 環境保全部 環境共生課 

電 話：072-228-7440 

フ ァ ッ ク ス：072-228-7317 

（災害廃棄物処理全般に関すること） 

担 当 課：環境局 環境事業部 環境事業管理課 

電 話：072-228-7478 

フ ァ ッ ク ス：072-229-4454 

 



  災害時の復旧・復興等事業の支援業務の実施に関する協定書  

 

堺市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会

（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条 この協定は、堺市内において、地震、風水害その他の大規模災害が発生し、

又は発生のおそれがある場合（以下これらを「災害時」という。）に、甲が住民生

活の早期安定を図ることを目的として、復旧・復興等の事業を実施する際、乙が当

該事業を支援する業務（以下「支援業務」という。）に関して必要な事項を定める

ものとする。  

 

（支援業務）  

第２条 支援業務については、次に掲げるとおりとする。  

（１）損壊家屋等の解体・撤去処理事業への支援に関すること。 

（２）その他甲が必要と認める業務への支援に関すること。  

２ 乙は、支援業務の実施に当たっては、甲の要請に基づき行うものとする。  

 

（要請及び支援事項の発効）  

第３条 甲は、災害時において支援業務を必要とするときは、乙に対して要請するも

のとする。  

２ 乙は、甲から前項の規定による支援業務の要請があった場合には、直ちに乙の大

阪府内の会員に対し、その旨を伝達するものとする。  

３ 甲の乙に対する要請の手続きは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要

する場合は、口頭で要請し、事後、速やかに書面を提出するものとする。  

４ 支援業務の実施に当たっては、要請後遅滞なく、甲と乙の間で支援業務の実施に

関する契約を締結するものとする。 

 

（情報の提供）  

第４条 甲は、支援業務が円滑に実施できるように、乙に被災状況その他必要な情報

を提供するものとする。  



（支援の実施）  

第５条 乙は、第３条の規定により甲から要請を受けたときは、支援業務を迅速かつ

確実に実施できるよう、必要な技術者の確保等に努めるものとする。  

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、支援業務の実施に関し原則として大阪府

内の会員を活用するものとする。  

 

（費用の負担）  

第６条 支援業務に係る費用については、甲が負担する。  

２ 前項の規定により甲が負担する費用の額は、乙が過去に実施した業務の実績及び

契約時点の価格等を基準として、双方協議の上、第３条第４項の規定による契約に

より決定するものとする。  

３ 費用の支払いについては、第３条第４項の規定による契約によるものとする。 

 

（平時の協力）  

第７条 乙は、甲が行う災害廃棄物処理対策に関する平時の取組に対し、可能な範囲

で講師派遣等の協力をするものとする。  

２ 甲と乙は、平時から相互の連絡体制及び支援業務に関する情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。  

 

（連絡窓口）  

第８条 本協定に関する連絡窓口は、甲においては環境共生課、乙においては一般社

団法人日本補償コンサルタント復興支援協会大阪府代表会員とする。  

 

（有効期限）  

第９条 この協定の期間は、締結の日から令和８年３月３１日までの間とし、期間満

了の１か月前までに書面によって双方いずれからも申出がない限り、毎年度更新す

るものとする。 

 

（協議）  

第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲と

乙が協議して決定するものとする。  



 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、各１通

を保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日  

 

甲   堺市堺区南瓦町３番１号 

堺  市 

堺 市 長 永 藤 英 機 

  

 

乙   東京都港区虎ノ門一丁目１番20号  

一般社団法人  

日本補償コンサルタント復興支援協会  

会  長 川 畑 清 夫 


